
 【 】 

 人 事 院 勧 告 に 基 づ く 国 家 公 務 員 の 給 与 改 定

等 に 準 じ て 、 地 方 公 務 員 で あ る 市 の 職 員 の 給

料 表 を 改 正 し た ほ か 、 職 員 等 の 手 当 支 給 割 合

の 改 定 等 を 行 い ま し た 。

問 　 人 件 費 の 上 昇 額 は 。

答 　 85 8 万 8 千 円 で あ る 。

問 　 そ の 原 資 は 。

答 　 原 資 と い う 考 え で は な い 。 補 正 予 算 に 計

上 し て い る 。
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 【 】 

問 　 改 定 後 の ラ ス パ イ レ ス 指 数 ( ※ ) は 。

答 　 30 年 4 月 1 日 時 点 で 96 .8 で あ っ た 。

※ 　 ラ ス パ イ レ ス 指 数 と は 、 国 家 公 務 員 の 給

与 を 10 0 と し た と き の 、 地 方 公 務 員 の 給 与 水

準 の こ と 。 10 0 だ と 同 水 準 。

問 　 10 0 に 近 づ け る べ き で は な い か 。

答 　 給 与 改 定 は ラ ス パ イ レ ス 指 数 の 補 正 を 目

的 と す る も の で は な い 。
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